
「鹿島市開発行為等指導基準」に基づく手続きの流れ 

（開発行為申請関係分） 

 

都市計画課に相談     ◎要綱等の説明  ◎協議先・相談先等を指示 

 開発申請者⇒市 

 

文化財に関する事前協議 市様式１ 

  開発申請者⇒市         〈市細則第３条〉 

 

 

 

 上記の報告    市様式２ 市様式３ 

                 〈市細則４条②〉 〈市細則第５条①〉 

 

 

  様式１１ 

 様式１        様式９・１０ 〈市細則第５条②〉 

 

 

 市様式６ 

 〈市細則第６条〉 様式１２・様式１３ 

 〈市細則第５条③〉 

 

 

 市様式４ 

 〈市細則第５条④〉 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 様式１４ 

 〈市細則第８条〉 

 市様式５ 

 〈市細則第５条⑤〉 

 

  

 

 ※市は公共施設の検査 

 

 

  ※公共施設の維持・管理について 

 の同意書（市様式７）を添付 

 

※ここに掲げるもの以外の手続き及び様式等については、「開発許可の手びき」（佐賀県都市計画課編）及び都市計画法 

 ・都市計画法施行規則によるものとする。 

周辺住民等への事前説明 

開発申請者⇒地元 

 

 

 

 

 

（公共施設の維持管理・帰属関係分） 

 

公共施設の維持管理・帰属関

係の事前協議 

開発行為許可申請書を市へ

提出 

開発申請者⇒市 

３２条規定に基づ

く同意申請書 

開発申請者⇒市 

開発調整会議 

（調整一覧表の作成） 

市⇔開発申請者 

公共施設の維持管理・帰属に

関する協議申請書提出 

公共施設の維持管理・帰属に

関する協議書締結 
開発現地調査 

（現地立会書の作成） 

市⇔開発申請者 

公共施設の維持管理・帰属に

関する覚書締結 

開発行為許可申請書に副申

書・審査表・調整一覧表・

現地立会書を添付して県へ

進達 

市⇒県 

許     可 

県⇒開発申請者 

標識の設置 

開発申請者 

工事完了の検査と公告 

県・市 

建築確認申請の手続き 

 

寄付申込書及び登記承諾書

の提出 

公共施設用地の登記 

公共施設の維持管理 


